
産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金

交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事

業補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、米子市補助金等

交付規則（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、市内の中小企業者、協同組合等及び生産者団体と県内

の学術研究機関又は市内の医療機関とが連携し、新たな事業活動を創出す

るための研究開発、調査等の取組を行うことを支援することにより、本市

における新たな産業の育成を促進することを目的として交付する。

（定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第

１項に規定する中小企業者をいう。

（２）協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号に規

定する協同組合等をいう。

（３）生産者団体 ５人以上の生産者により構成された団体であって、規約

を有するものをいう。

（４）学術研究機関 次に掲げる機関をいう。

ア 国立大学法人鳥取大学

イ 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院

ウ 公立大学法人公立鳥取環境大学

エ 独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校

オ 公益財団法人鳥取県産業振興機構

カ 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター

キ 公益社団法人氷温協会

ク アからキまでに掲げるもののほか、県内に存する研究機関

（５）医療機関 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第２項に

規定する医療提供施設をいう。

（補助対象事業）

第４条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、別表の左欄に掲げる事業とする。

（補助対象者）



第５条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の右欄に定める者と

する。

（補助対象経費）

第６条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、次に掲げる経費とする。

（１）原材料費及び副資材の購入に要する経費

（２）機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に

要する経費

（３）外注による加工に要する経費（設計委託、ソフトウェア開発委託等の

経費を含む。）

（４）技術指導の受入れに要する経費

（５）共同研究費

（６）市場調査費、印刷製本費、広告宣伝費、旅費その他新たな事業活動に

必要な経費

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める経費

（補助金の額）

第７条 本補助金の額は、補助対象経費の額に４分の３を乗じて得た額（そ

の額に１,０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）

とする。ただし、２０万円を限度とする。

（補助金の交付）

第８条 一の補助対象事業に係る本補助金の交付は、当該補助対象事業に係

る補助対象者のいずれかに対してのみ行うものとする。

（交付申請）

第９条 本補助金の交付を受けようとする者は、市長が定めるところにより、

規則第６条第１項の補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援

事業補助金事業計画書（別記様式第１号）及び産学官しごとの種（シーズ）

づくり支援事業補助金収支予算書（別記様式第２号）を添付しなければな

らない。

３ 本補助金の交付の申請は、一の補助対象事業につき、１回に限り、行う

ことができるものとする。

（補助対象事業の完了の期限）

第１０条 本補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る補助対象事

業を、当該決定の日から１２か月以内に完了しなければならない。

（承認を要しない変更）



第１１条 規則第１１条第１項の市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変

更以外の変更とする。

（１）本補助金の増額を伴う変更

（２）本補助金の２割を超える減額を伴う変更

（実績報告書の添付書類）

第１２条 規則第１８条第１項の補助事業等実績報告書には、産学官・医工

連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金事業報告書（別記様式第

３号）及び産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金

収支決算書（別記様式第４号）を添付しなければならない。

（財産の管理）

第１３条 本補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了した後も、当

該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、善良な管理者

の注意をもって管理するとともに、市長の承認を受けることなく、第２条

に定める目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供

してはならない。

（成果の発表）

第１４条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に

対し、当該者が実施した補助対象事業の成果について発表を求めることが

できる。

（本補助金の交付の制限）

第１５条 米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関

する要綱（平成１８年４月１日施行）第２条各号に掲げる歳入金を滞納し、

かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者については、本補助金の交

付の対象としない。

（規定外事項）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項

は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



（経過措置）

２ この要綱による改正後の産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり

支援事業補助金交付要綱別記様式第１号に規定する様式は、この要綱の施

行の日以後に交付の申請をする産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づ

くり支援事業補助金について適用し、同日前に交付の申請をした産学官・

医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金については、なお従

前の例による。



別表（第４条、第５条関係）

補助対象事業 補助対象者

１ 学術研究機関又は医療機関との連携によ

り、新商品の開発又は生産、新たな役務の

開発又は提供、商品の新たな生産又は販売

の方式の導入、役務の新たな提供の方式の

導入その他の新たな事業活動を創出するた

めの研究開発、調査等の取組を行う事業

中小企業者、協同組合等又は生

産者団体であって、市内に事務

所又は事業所を有するもの

２ 中小企業者、協同組合等又は生産者団体

との連携により、新商品の開発又は生産、

新たな役務の開発又は提供、商品の新たな

生産又は販売の方式の導入、役務の新たな

提供の方式の導入その他の新たな事業活動

を創出するための研究開発、調査等の取組

を行う事業

県内に所在する学術研究機関

（第３条第４号オ及びカに掲げ

る機関並びに国又は地方公共団

体の機関を除く。）又は市内に

所在する医療機関



別記

様式第１号（第９条関係）

産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金事業計画書

申請者名

資本金

従業員数

設立年月日

担当者職氏名

既存の事業概要

申請事業

事業概要

①新製造技術関連 ②バイオテクノロジー関連

③医療・福祉関連 ④環境関連

⑤情報・通信関連 ⑥その他

（該当する項目に○を付けること。複数選択可）

実施場所

連携者名

・部署名

・担当者職氏名

・内容（※連携内容を具体的に記載すること。）

・部署名

・指導者氏名

・内容（※連携内容を具体的に記載すること）



添付資料 事業の内容を分かりやすく示す資料、図面、製品デザイン等

事業期間 年 月 日から 年 月 日まで

事業の目的・目標

事業の内容

・既存技術との相違（新規性及び優位性）

・工業所有権（特許、実用新案等）の見通し

・市場及びニーズの見通し

・製品化又は事業化の見通し

・目標価格（コスト）について

・販売ルートについて

事業実施計画（予定）

実施項目 予定期日 実施項目 予定期日

年 月 年 月



様式第２号（第９条関係）

産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金収支予算書

（収入の部）

（支出の部）

備考

（１）産学官・医工の連携による共同研究等に係る委託契約を締結している

場合は、その委託契約の内容を確認することができる書類を添付するこ

と。

（２）事務用備品（例：汎用備品、ＯＡ機器等）の購入は、補助対象外とす

る。

区 分 金 額（円） 説 明

自己資金

借入金

補助金

その他

計

区 分 金 額（円） 内訳・説明

原材料・副資材費

機械装置・工具器

具費

外注加工費

技術指導導入費

共同研究費

新事業活動経費

その他の経費

計



様式第３号（第１２条関係）

産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金事業報告書

添付資料 事業の成果を確認することができる資料、写真等

申請者名 担当者職氏名

事業期間

年 月 日から 年 月 日まで

事業の目的

事業の内容

事業の経過及び成果

１ 事業の経過

２ 事業の成果

事業化の見通し

残された課題及び今後の取組



様式第４号（第１２条関係）

産学官・医工連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業補助金収支決算書

（収入の部）

（支出の部）

備考

（１）支出の部については、区分ごとに明細書を作成すること。なお、明細

書の項目は、単位、数量、単価、納入年月日、支払年月日、支払先及び

備考とすること。

（２）補助対象経費について、領収書の写しを添付すること。

区 分 予算額 決算額 増減（△） 備考

自己資金 円 円 円

借入金

補助金

その他

計

区 分 予算額 決算額 増減（△） 備考

原材料・

副資材費
円 円 円

機械装置・

工具器具費

外注加工費

技術指導

導入費

共同研究費

新事業

活動経費

その他の

経費

計


